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「賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について」の一部改正について 

 

 

「賃貸住宅管理業者登録規程の一部を改正する告示」（令和元年国土交通省告示第５４５号）

を令和元年９月１３日に公布し、令和元年９月１４日より施行する。 

これに伴い、「賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について」（平成２３年１０月２５

日国土動指第４８号）を別添のように改正し、令和元年９月１４日から施行する。 

運用にあたって、遺漏のないよう取り計らわれたい。 


